
●ギャラリー●

■注意事項■
１．主催事業以外の催し物に関しては、各主催者へお問い合わせください。 
２．入場券等の取り扱いは、公民館では一切行っておりません。 
３．上記日程以外にも、サークル等（一般利用者）の利用があります。 
施設利用をご希望の方は、中央公民館窓口までお問い合わせください。 

※ 新型コロナウイルス感染拡大の状況等によっては、催し物が中止となる場合があります。 

月日 催し物の名称 概要等 開催時間 主催等 

5/10(火) 

～5/１5(日) 
第７１回 春日部画友会展

１０:００～１８:００ 
初日は13:00 から 

最終日は16:00 まで

春日部画友会 
048-761-0462（伊藤）

５/１８(水) 

～５/２２(日) 

第４５回記念 

春書展 
１０:００～１８:００ 
最終日は17:00 まで

春日部書道連盟 
048-761-9189（伊藤）

５/２７(金) かすかべ歌声ランド 例会 １４:００～１５:５０ 
かすかべ歌声ランド 
kuland@mbr.nifty.com

５/２８(土) うたごえかすかべ １４:００～１６:３０ 
異文化芸術交流会 

090-4398-9803（大岩）

５/３１(火) 

～６/５(日) 
第３５回 晨春会’22展 １０:００～１７:００ 

初日は13:00 から 

晨春会 
048-752-1936（渡辺）

※会場の定員は100名。定員を超えた場合等、入場をお断りすることがございます。 

催し物の名称 開催日時 内容等 定員 受付・締切 

かすかべカフェ
家の片付けの始め方 

①５/１９(木)

②６/１６(木)
各回とも 

10:00～12:00

家の片付けの悩みや 
ヒントを共有し解決へ 
※参加費2００円 
（2回分 資料代） 
持ち物：筆記用具 

１５名 
原則２回 

とも参加 

できる方

電話または直接
（先着順）

健康をかんがえる 

（春日部えんJOYトレーニング）

①５/１１(水) 

②５/１８(水) 

③５/２５(水) 

各回とも 

10:00～11:15

春日部えん JOYトレー
ニング（健康体操）を中
心に実技を行い、健康の
維持・増進を図る 

※申し訳ございませんが 
当面の間、新規メンバーの 
募集は行いません。 

�今月の休館日� ２日（月）～５日（木）、９日（月）、１６日（月）、２３日（月）、３０日（月）

●主催事業●詳細は『公民館だより』をご覧いただくか、職員にお尋ねください。

令和４年５月

※一般利用団体の「講堂」、「ギャラリー」等における催し物につきましては、事前にご提出いただいている「催
物計画概要書」をもとに『今月のお知らせ』に掲載させていただいております。概要書の提出がない場合など、
詳細が確認できない場合には掲載できない場合があります。（掲載を希望しない場合はお申し出ください）

★NEWS★ 館内で無料のWi-Fi をご利用いただけます 

接続方法などの詳細は、館内の掲示やチラシをご覧ください。また、必要な機器の用意や 
設定、無線アクセスポイントへの接続は利用者自身の責任により行ってください。 
※マナーを守ってご利用ください。Wi-Fi 利用により生じたトラブル等について公民館は責任を負いかねます。 

令和４年６月中旬から令和５年２月下旬まで「屋上防水工事」を行います。特に７月は、騒音や、
塗装による異臭が発生する場合があります。皆さまのご理解、ご協力をお願いします。 

★NEWS★ 施設からのお知らせ 



―「今月のお知らせ」裏面をご覧いただきありがとうございます！－ 

令和３年５月号より、お知らせの裏面を活用して「公民館の役割」について掲載しています。 
あなたの知らなかった公民館の一面が、見えてくるかもしれません！？ 
ぜひご一読ください。（お知らせの情報量によっては、連載をお休みする場合があります） 

公民館主催事業のあれこれ-その４
公民館では、利用者主体の様々な活動や、公民館が主催する多様な事業が展開されています。

令和４年２月号から、令和３年度に中央公民館で開催した主催事業を紹介しています。 

講堂を利用した催物

  中央公民館の最も広い施設として「講堂」があります。講堂は、各種発表会や鑑賞会
などを行うのに適した会場であり、壁面に格納された「移動観覧席」を設営することで、
体育館のフロアがコンサートホールのように姿を変えます。 

ところで、中央公民館において、講堂を活用した主催事業を開催しているのをご存知
でしょうか。 

 以下では、令和３年度に実施した内容の一部を写真にてご紹介します。

令和４年度も、講堂を活用した主催事業を多数企画していますのでお楽しみに！！
開催案内については偶数月に発行している公民館だより『桐のまち』をご覧ください。
また、「講堂を利用してみたいけれど、会場確保の仕方や催し物の運営方法等がわか 
らない…！」といった場合には、お気軽に公民館職員へご相談ください。 

※なお、講堂は、「ステージ」及び「体育館」に分かれており、それぞれを単独で使用することも可能です。

次回は「公民館主催事業のあれこれ-その５-」を紹介します！

令和４年５月 


